
2026年 2月 2日 No.83 

社会福祉法人 中野区社会福祉協議会 

中野区ファミリー・サポート事業 

受付 8:30～18:00 （日,祝,第 3 月,年末年始休み） 

TEL 03-5380-0752／FAX 03-5380-０7５０ 

http://www.nakanoshakyo.com 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✿ すべての活動が「子ども１人」に対して「協力会員１人」になります

✿ 活動終了時間が「２４時まで」から「２２時まで」になります 
＊詳細は別紙を同封していますのでご確認ください。 

 皆様のご理解、ご協力のほどお願いいたします。 

 

２０２６年４月より活動内容が一部変わります

中野区ファミリー・サポート事業は地域住民同士が子育てを通じて助け合う相互援助

活動です。このたび、より安全に、安心して活動に参加いただけるよう中野区とも

検討を重ね活動内容の見直しを行うこととなりました。

安心・安全な活動のため、気をつけましょう 

✿ 事前打ち合わせで確認した内容で活動しましょう 

✿ 送迎時は手つなぎをしましょう 

年齢によって難しい場合は、お子さんから離れず見守りながら活動しましょう 

✿ 精算中も含めお子さんから目を離さないようにしましょう 

✿ 利用前連絡がない活動は「保険対象外」になりますのでご注意ください 

✿ ケガや事故等の緊急時には、すぐに保護者と 

事務局へ連絡をしましょう 

※会員手帳もあわせてご確認ください 

←中野区ファミリー・サポート事業 

公式 LINE アカウントから 

利用前連絡ができます！ 

協力会員必須講座「虐待防止に関する講習」が始まります

 

新規 

変更点 

中野区ファミリー・サポート事業においても子どもの権利を守るため、 

虐待防止や性加害防止に取り組むよう、国からの方針が出されています。 

中野区ファミリー・サポート事業では、これまでに『安全講習』『救急救命講習』を 

必須講座として実施してきましたが、3 つ目の必須講座として新たに 

『虐待防止に関する講習』を開催します。 
 

日時：2026 年 3 月 9 日（月）10：00～12：00 

会場：スマイルなかの 3 階 AB 会議室 

    ※協力会員の皆さまはできるだけ受講するようお願いします。 

電話にて参加予約をお取りください。 
 

2026 年 4 月以降も実施予定です。日程が決まり次第ホームページ・LINE で 

お知らせしますので各自ご確認ください。 

皆さまの積極的なご参加をお待ちしております。 

http://www.nakanoshakyo.com/


 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※更新手続きをされていない場合、4 月以降の利用ができません。 

※住所や氏名、通所先、子どもの追加等の変更がありましたら、はがきの返送と 

あわせて事務局までお電話ください。 

 

 

 

更新手続きは毎年度必要です。会員証の有効期限とは異なります。お間違えなく！ 

 

 

会員登録数 

(  )内は特別援助活動会員数 

利用会員 1,004 人( 70 人) 

協力会員 140 人( 54 人) 

両方会員 17 人 

 会員数合計          1,161人 

 

協力会員のみなさまへ 
活動報告書は毎月月末までに事務局へ提出してください。 

3 月の活動報告書は、 

3 月 31 日までに必ずご提出をお願いします。 

2025年 12月末日現在の情報 

 

 

 

 

 

 

 

2026 (令和 8)年度 会員更新手続きのご案内 

特別援助活動の更新または登録を考えている方へ 
安全な活動の為に病児保育における受付・手続きについて、中野区との検討が行われています。 

現在は受診時に医師へ口頭で病児保育利用の了承を確認していただいていますが、今後変更になる 

可能性があります。決まり次第、改めてお知らせいたします。 
 

●現在ご登録いただいている方 

別紙『特別援助活動利用更新のお知らせ』が同封されています。 

お振り込みや窓口でのお支払いは 4/1～4/30 にお願いします。 
 

●産休・育休から復職される方で特別援助を再開希望の方 

 再開を希望される場合は、子どもの追加登録と年会費納入が必要です。 

① 事務局へ再開希望とお子さんの情報追加の連絡 

② 追加するお子さんの事前打ち合わせ票の提出 

③ ２０２６年度年会費の納入(4/1 以降～4/30) 
 

●特別援助活動へ初めて登録を希望される方(4 月以降の利用) 

対象：就労世帯(保護者が産休・育児休暇中の登録・利用は出来ません) 

① ホームページのダウンロード書式一覧内にある「⑫特別援助活動のしおり」を印刷し、 

内容を確認してください。 

② 内容を十分に理解・納得した上で訪問の予約を行ってください。 

新規訪問は４/１(水)以降です。訪問予約は３月２４日(火)１０：００から電話にて開始します。 

はがきに更新の有・無をご記入の上 

事務局に返送してください 

登録会にて確認しています 
退会希望の方は事務局にお申し出ください 

更新はがきが同封されている 

会員番号 000182～ 

（2026 年 1 月末日までに登録の方） 

更新はがきが同封されていない 
 

（2026 年 2 月以降に登録の方） 

2026 年 2 月 28 日(土)必着 85 円切手を貼って返送してください 


